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１ 最終報告案について 

IPCC 第 4 次評価報告書が出され、2007 年 12 月にインドネシア・バリで開かれた会議

（COP13/COPMOP3）において、2050 年までに世界で半減し、今後 10～15 年までに排出のピーク

を迎え、2020 年までに先進国は 25～40％削減といった方向が示された。地球温暖化も温暖化に対

する世界の取り組みも加速的に進行しているなかで、本報告案は危機意識に欠ける。このままでは、

世界の動きに取り残されることが懸念される。 
 

２ 本報告書の問題 
（１）追加対策とされる「自主行動計画の拡大・強化」で 1800 万トン、「国民運動」で 678～1050 万ト

ンなどの対策は、 
① その数字は、根拠が明らかでなく、計測・報告・検証のできないものが大半である。 
② 削減量の追加性がほとんどない（自主行動計画について別紙） 
③ 他の追加対策やこれまでの対策との重複が少なくない（自主行動計画の拡大・強化、国民運動）。 

（２）発電所や大規模工場についての自主行動計画の問題点は既に指摘したとおり。自主行動計画の目

標の妥当性等について十分な検証がなされないまま、「自主行動計画の拡大・強化」とその継続を

掲げ、他方で、EU のみならず米国や豪州で準備されているキャップ＆トレード型国内排出量取引

の導入やその具体策の評価･検討も、大幅に先送りさせようとするものとなっている。 
（３）環境税（炭素税）の記述は実質的にないに等しい。 
（４）自然エネルギーの追加政策は実質的には何もなく、むしろ後退している。 
（５）このように、追加対策のほとんどが実効性のない数字あわせというほかない対策を羅列であるだ

けでなく、そのことによって、排出量取引などの実効性のある新しい政策の導入を阻む言い訳とし

て使われているといわざるをえない。 
（６）裏付けのない発言などが放置され、それが「両論併記」の根拠として利用される一方で、浮かび

上がった論点が真面目に詰められてこなかった。また、報告案の内容は実質的には各省間の折衝に

ゆだねられ、合同会議が委員間の真摯な議論が反映される場となってこなかった。 
（７）計画の毎年の進捗管理に言及しているものの、目標達成計画の評価・見直しを行うことは担保さ

れていない。第 1 約束期間においても、毎年の進捗管理において、あわせて評価・見直しを行い、

国内排出量取引・環境税・政府と産業界との協定化・自然エネルギー固定価格買取制度など、必要

なあらゆる政策を検討することとすべき。 


